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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の撮像部位を撮像する撮像素子と、前記撮像部位を前記撮像素子に結像させる光
学系と、が少なくとも内蔵されたカプセル型内視鏡において、
　前記撮像素子は、基板上の面内方向に複数配置された画素部を有し、
　前記画素部は、
　下部電極と、前記下部電極上方に形成された光電変換層と、前記光電変換層上方に形成
された上部電極と、を有する光電変換部と、
　ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層、ソース電極及びドレイン電極を少なくも有する
電界効果型薄膜トランジスタによって、前記光電変換層で発生した電荷に基づいて信号を
出力する信号出力部と、
　を備え、
　平面視において、前記光電変換部と前記信号出力部とが重なっており、
　前記電界効果型薄膜トランジスタの前記半導体層は、少なくとも抵抗層と、該抵抗層よ
り電気伝導度が大きい活性層とを有し、前記活性層は、前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵
抗層は、前記活性層と前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方との間に電
気的に接続して配されていることを特徴とするカプセル型内視鏡。
【請求項２】
　前記光電変換層は、有機材料で形成されていることを特徴とする請求項１に記載のカプ
セル型内視鏡。
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【請求項３】
　前記電界効果型薄膜トランジスタの前記半導体層は、酸化物半導体又は有機半導体によ
り形成されていることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項４】
　前記光電変換層は有機材料で形成され、且つ、前記電界効果型薄膜トランジスタの前記
半導体層は酸化物半導体又は有機半導体により形成されていることを特徴とする請求項１
に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項５】
　赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の３色にそれぞれ対応した光を受光する３種
類の前記画素部が、前記基板上に封止絶縁膜を介して積層されていることを特徴とする請
求項１～請求項４のいずれか１項に記載に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項６】
　前記電界効果型薄膜トランジスタの前記半導体層が前記酸化物半導体の場合において、
該酸化物半導体はアモルファス酸化物であることを特徴とする請求項３～請求項５のいず
れか１項に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項７】
　前記基板は可撓性基板であることを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか１項に記
載のカプセル型内視鏡。
【請求項８】
　前記電界効果型薄膜トランジスタは、少なくとも前記抵抗層と前記活性層を層状に有し
、前記活性層が前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層が前記ソース電極及び前記ドレイン
電極の少なくとも一方と接することを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか１項に記
載のカプセル型内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カプセル型内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カプセル内に撮像素子等を内蔵したカプセル型内視鏡は、患者が飲み込むことにより、
消化器内等を撮影する。このようなカプセル型内視鏡は、チューブを挿入する従来型の内
視鏡と比較し、患者の負担が抑えられる。
【０００３】
　カプセル型内視鏡に内蔵される撮像素子としては、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａ
ｒｙ　Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型の撮像素子（以下、Ｃ
ＭＯＳセンサという）が知られている。
【０００４】
　ＣＭＯＳセンサー（撮像素子）は、例えば、電荷を発生させる埋め込み型のフォトダイ
オード（光電変換部）と、リング状ゲート電極等から構成される信号出力部と、が基板上
の面内方向に並んで形成されている。そして、これらフォトダイオード（光電変換部）と
信号出力部の上には、フォトダイオード（光電変換部）に対応した位置に開口部が形成さ
れた遮光膜が設けられている（例えば、特許文献１の図２を参照）
【特許文献１】特開２００７－１０５２３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　さて、カプセル型内視鏡は、例えば患者が飲み込み易くする等のために、小型化するこ
とが望まれている。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、カプセル型内視鏡を小型化すること



(3) JP 5101387 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

が目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載のカプセル型内視鏡は、被写体の撮像部位を撮像する撮像素子と、前記
撮像部位を前記撮像素子に結像させる光学系と、が少なくとも内蔵されたカプセル型内視
鏡において、前記撮像素子は、基板上の面内方向に複数配置された画素部を有し、前記画
素部は、下部電極と、前記下部電極上方に形成された光電変換層と、前記光電変換層上方
に形成された上部電極と、を有する光電変換部と、ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層
、ソース電極及びドレイン電極を少なくも有する電界効果型薄膜トランジスタによって、
前記光電変換層で発生した電荷に基づいて信号を出力する信号出力部と、を備え、平面視
において、前記光電変換部と前記信号出力部とが重なっており、前記電界効果型薄膜トラ
ンジスタの前記半導体層は、少なくとも抵抗層と、該抵抗層より電気伝導度が大きい活性
層とを有し、前記活性層は、前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層は、前記活性層と前記
ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方との間に電気的に接続して配されてい
ることを特徴としている。
【０００８】
　請求項１に記載のカプセル型内視鏡では、平面視において、撮像素子の画素部における
信号出力部と光電変換部とが重なっている。したがって、例えば、信号部と光電変換部と
が重なっていない構成と比較し、平面視における画素部の投影面積を小さくできる。よっ
て、基板上の面内方向に複数の画素部が配列されている撮像素子が小型化され、その結果
、撮像素子を内蔵するカプセル型内視鏡が小型化される。
　また、電界効果型トランジスタは、ゲート電極に電圧が印加されたＯＮの状態では、チ
ャネルとなる活性層が大きい電気伝導度を有しているため、トランジスタの電界効果移動
度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。また、ＯＦＦの状態では、抵抗層の電気伝導度が
小さく、抵抗層の抵抗が高いことから、ＯＦＦ電流が低く保たれる。したがって、ＯＮ／
ＯＦＦ比特性が極めて改良される。換言すると、電界効果移動度が高く、高ＯＮ／ＯＦＦ
比を示す電界効果型トランジスタとなる。この結果、高解像度及び高感度で撮像される。
また、消費電力が低下する。
【０００９】
　請求項２に記載のカプセル型内視鏡は、請求項１に記載の構成において、前記光電変換
層は、有機材料で形成されていることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２に記載のカプセル型内視鏡では、光電変換層は有機材料で形成されているので
、光電変換層の光透過性が向上される。
【００１１】
　請求項３に記載のカプセル型内視内鏡は、請求項１に記載の構成において、前記電界効
果型薄膜トランジスタの前記半導体層は、酸化物半導体又は有機半導体により形成されて
いることを特徴としている。
【００１２】
　請求項３に記載のカプセル型内視内鏡では、電界効果型薄膜トランジスタの半導体層は
、酸化物半導体又は有機半導体により形成されているので、例えば、アモルファスシリコ
ンからなる半導体層に比べて、光透過性が向上される。また、低電圧でより多くの電流が
流れるので、消費電力が低下する。
【００１３】
　請求項４に記載のカプセル型内視鏡は、請求項１に記載の構成において、前記光電変換
層は有機材料で形成され、且つ、前記電界効果型薄膜トランジスタの前記半導体層は酸化
物半導体又は有機半導体により形成されていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項４に記載のカプセル型内視鏡では、光電変換層は有機材料で形成され、且つ、電
界効果型薄膜トランジスタの半導体層は酸化物半導体又は有機半導体により形成されてい
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る。したがって、光電変換層の光透過性と半導体層の光透過性が向上される。
【００１５】
　請求項５に記載のカプセル型内視鏡は、請求項４に記載の構成において、赤色（Ｒ）、
緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の３色にそれぞれ対応した光を受光する３種類の前記画素部
が、前記基板上に封止絶縁膜を介して積層されていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項５に記載のカプセル型内視鏡では、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の
３色にそれぞれ対応した光を受光する３種類の画素部が、基板上に封止絶縁膜を介して積
層されている。よって、各波長域の光（ＲＧＢ）に応じた信号電荷をそれぞれ出力するこ
とができる。そして、出力された信号の組み合わせによりフルカラーで撮像が可能とされ
る。つまり、カラー画像が撮影可能なカプセル型内視鏡となる。
【００１７】
　さて、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の３色にそれぞれ対応した光を受光す
る３種類の画素部は、基板上に封止絶縁膜を介して積層されているので、撮像素子の平面
視における投影面積は広くならない。よって、例えば、３種類の画素部を面内方向に並べ
る構成の撮像素子と比較し小型化される。したがって、カラー画像が撮影可能なカプセル
型内視鏡が小型化される（カラー画像を撮影可能としても大型化されない）。
【００１８】
　なお、光電変換層は有機材料で形成され、且つ、電界効果型薄膜トランジスタの半導体
層は酸化物半導体又は有機半導体により形成されているので、光電変換層の光透過性と半
導体層の光透過性が向上される（略透明にできる）。したがって、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、及び青色（Ｂ）の３色にそれぞれ対応した光を受光する３種類の画素部が積層された
構成であっても、高感度での撮像が可能となる。
【００１９】
　請求項６に記載のカプセル型内視鏡は、請求項３～請求項５のいずれか１項に記載の構
成において、前記電界効果型薄膜トランジスタの前記半導体層が前記酸化物半導体の場合
において、該酸化物半導体はアモルファス酸化物であることを特徴としている。
【００２０】
　請求項６に記載のカプセル型内視鏡では、アモルファス酸化物で電界効果型薄膜トラン
ジスタの活性層で形成されているので、低温（例えば常温）で均一に成膜が可能である。
【００２１】
　請求項７に記載のカプセル型内視鏡は、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の構
成において、前記基板は可撓性基板であることを特徴としている。
【００２２】
　請求項７に記載のカプセル型内視鏡では、基板が可撓性基板である。よって、可撓性基
板を、曲げる等自由に変形させることができるので、設計の自由度が向上する。その結果
、カプセル型内視鏡の小型化に寄与される。
【００２５】
　請求項８に記載のカプセル型内視鏡は、請求項１～７のいずれか１項に記載の構成にお
いて、前記電界効果型薄膜トランジスタは、少なくとも前記抵抗層と前記活性層を層状に
有し、前記活性層の層が前記ゲート絶縁膜と接し、前記抵抗層が前記ソース電極及び前記
ドレイン電極の少なくとも一方と接することを特徴としている。
【００２６】
　請求項８に記載のカプセル型内視鏡は、電界効果型薄膜トランジスタの抵抗層と活性層
とが層状とされているので、平面視における投影面積を小さくできる。よって、平面視に
おける画素部が配列されている撮像素子が小型化され、その結果、撮像素子を内蔵するカ
プセル型内視鏡が小型化される。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、カプセル型内視鏡を小型化することができる、
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という優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明におけるカプセル型内視鏡の実施形態の一例を詳細に説明する。
　まず、カプセル型内視鏡装置５００の全体構成の概要を説明する。
【００２９】
　図７（Ａ）に示すように内視鏡検査を行うカプセル型内視鏡装置５００は、本発明の実
施形態に係るカプセル型内視鏡１００と体外装置２００とから構成されている。
【００３０】
　本発明の実施形態のカプセル型内視鏡１００は、患者Ｋの口から飲み込まれることによ
り、生体内の体腔内管路を通過する際に、被写体としての生体内の消化管の内壁面（胃、
小腸、大腸などの内壁面）を撮影すると共に、撮像画像信号を無線で送信する。
【００３１】
　一方、体外装置２００は、カプセル型内視鏡１００から送信された画像信号を患者Ｋの
体外に設けたアンテナユニット２０２が受信すると共に、画像処理ユニット２０４が所定
の画像処理を施し画像データを保存する。また、体外装置２００の画像処理ユニット２０
４に蓄積された画像データは検査中又は検査終了後に、図７（Ｂ）に示す表示装置として
のパソコン４００にケーブル４０２などで接続することで、撮影画像をモニタ４０４に表
示される。
【００３２】
　なお、画像処理ユニット２０４に保存した画像をパソコン４００内部のハードディスク
に保存し、例えば、画像解析などを行ったうえで、モニタ４０４に画像を表示させること
もできる。また、汎用のパソコン４００でなく、専用の表示装置（表示システム）であっ
てもよい。
【００３３】
　図７（Ａ）に示すように、本実施形態におけるアンテナユニット２０２は、患者Ｋが着
るシールド機能を持つシールドシャツ２０６の内側に複数のアンテナ２０８が取り付けら
れた構成とされている。そして、カプセル型内視鏡１００により撮像され、内蔵されたア
ンテナ１７０（図８参照）から送信された画像信号をアンテナユニット２０２で受信する
。
【００３４】
　また、画像処理ユニット２０４は箱形状とされ、側面に画像表示を行う表示装置として
のモニタ（図示略）や制御操作を行う操作ボタン（図示略）などが設けられている。画像
処理ユニット２０４の内部には、送受信回路（通信回路）、制御回路、画像データ表示回
路、電源等が備えられている。
【００３５】
　前述したように、アンテナユニット２０２は患者Ｋが着るシールド機能を持つシールド
シャツ２０６の内側に複数のアンテナ２０８が取り付けられた構成とされている。また、
画像処理ユニット２０４は、例えば、患者Ｋのベルト２１０などに着脱自在に取り付け可
能とされている。よって、カプセル型内視鏡１００を飲み込んで生体内を撮影中（検査中
）、患者Ｋは略自由に活動することが可能である。
【００３６】
　つぎに、本実施形態に係るカプセル型内視鏡１００について説明する。
【００３７】
　図８に示すように、カプセル型内視鏡１００は、カプセル１５０により密閉された状態
とされている。カプセル１５０は、一端が半球形状とされ、かつ開口する他端に半球形状
の透明キャップ１５２が取り付けられている。また、カプセル型内視鏡１００（カプセル
１５０）には、白色ＬＥＤ１５８Ａ、１５８Ｂ、レンズ１５４、撮像素子１、制御部１２
０などが内蔵されている。
【００３８】
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　カプセル１５０の透明カバー１５２の内側には、２つの白色ＬＥＤ１５８Ａ、１５８Ｂ
が配置され、この２つの白色ＬＥＤ１５８Ａと白色ＬＥＤ１５８Ｂの間にレンズ１５４が
取り付けられている。また、レンズ１５４の結像位置には、カラー画像を撮像可能な撮像
素子１（詳細は後述する）が設けられている。なお、矢印Ｌが撮像素子１に入射する入射
光を示している。
【００３９】
　撮像素子１の背面側には、カプセル型内視鏡１００の全体的な動作を司る制御部１２０
が設けられている。制御部１２０には、白色ＬＥＤ１５８Ａ，１５８Ｂ及び撮像素子１の
駆動や撮像素子１によって撮像した画像信号の処理等を行う処理部１６０と、撮像素子１
によって撮像した画像のデータを記憶するメモリ１６２と、が備えられている。
【００４０】
　メモリ１６２及び処理部１６０（制御部１２０）の背面側には、体外装置２００（図１
（Ａ）参照）と電波を送受信する送受信部１６８が設けられており、送信部１６８にはア
ンテナ１７０が接続されている。
【００４１】
　また、カプセル型内視鏡１００（カプセル１５０）の内部には、電源としての電池１６
４が設けられている。電池１６４は、前述した白色ＬＥＤ１５８Ａ，１５８Ｂ、撮像素子
１、処理部１６０、メモリ１６２、送信部１６８等の各構成品と電気的に接続されており
、必要とする各構成品に電力を供給する。
【００４２】
　さて、カプセル型内視鏡１００は、白色ＬＥＤ１５８Ａ，１５８Ｂから出射された光が
透明カバー１５２を透過して体内で反射され、その反射光が入射光Ｌとして透明カバー１
５２、レンズ１５４を通して撮像素子１に入射する。そして、撮像素子１で光電変換され
た後、光電変換して得られた信号が制御部１２０に入力され、制御部１２０から出力され
た画像信号が送信部１６８のアンテナ１７０から、体外装置２００のアンテナユニット２
０２のアンテナ２０８（図７（Ａ）参照）に送信される。
【００４３】
　なお、本実施形態においては、撮像素子１に入射光Ｌを結像させる光学系として、単一
のレンズ１５４のみが適用されているが、これに限定されない。例えば、レンズ１５４に
加えて、焦点調整用の機構やズーミング用の機構等を設けて、焦点調整やズーミング等の
機能を有する形態とすることもできる。
【００４４】
　また、本実施形態においては、被写体の撮像部位を照明する照明手段として、白色ＬＥ
Ｄ１５８Ａ，１５８Ｂが適用されているがこれに限定されない。例えば、豆電球、有機Ｅ
Ｌ等の他の発光体を適用することができる。
【００４５】
　また、本実施形態においては、電源として、１次電池として構成された電池１６４が適
用されているが、これに限定されない。例えば、２次電池等の他の電池（電源）を適用す
ることもできる。
【００４６】
　つぎに、撮像素子１について説明する。
【００４７】
　図１は、本実施形態に係る撮像素子１の基板２の面方向における一次受光画素４の配列
の一例を示す概略平面図である。図２は、一次受光画素４を構成する二次受光画素１０，
２０，３０の層構成の一例を示す概略断面図である。なお、矢印Ｌは入射光（図８も参照
）を示している。
【００４８】
　図２に示されるように、撮像素子１は、基板２の片面（一方の面）に、それぞれ異なる
波長域の光（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を選択的に感知する３種類の、画素部としての二次受光画素（
受光画素）１０，２０，３０が厚さ方向に積層されている。また、隣接する二次受光画素
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１０、２０、３０の間には、それぞれ封止絶縁膜１８，２８と平坦化層１９，２９とが介
在している。
【００４９】
　図３は、基板２上に最初に形成されている第１の二次受光画素１０の構成をより具体的
に示している。第１の二次受光画素１０は、上部電極１６、特定波長域の光を選択的に感
知して光電変換する光電変換部１４、及び光電変換部１４により生じた電荷に基づいて電
界効果型薄膜トランジスタ４０により信号を出力する信号出力部１２を含んで構成されて
いる。そして、電界効果型薄膜トランジスタ４０は、ゲート電極４４、ゲート絶縁膜４６
、半導体層４８、ソース電極５０、及びドレイン電極５２を有し、半導体層４８は酸化物
半導体又は有機半導体により形成されている（電界効果型薄膜トランジスタ４０の詳細構
造は後述する）。
【００５０】
　なお、第２の二次受光画素２０、第３の二次受光画素３０も同様の構成であるので、図
示及び説明を省略する。すなわち、第２及び第３の二次受光画素２０，３０は、それぞれ
光電変換部２４，３４において異なる波長域の光を感知する材料を用いる以外は、第１の
二次受光画素１０と同様の構成とすることができる。したがって、第１の二次受光画素１
０に含まれる電界効果型薄膜トランジスタ４０等は、第２及び第３の二次受光画素２０，
３０にも同様の電界効果型薄膜トランジスタ等が含まれている。
【００５１】
　さて、基板２上において、それぞれＲ、Ｇ、Ｂに対応した光を感知する二次受光画素１
０，２０，３０が、封止絶縁膜１８，２８を介して積層することによって一次受光画素４
が構成されている。そして、一次受光画素４は、図１に示したように、基板２の面方向に
例えばマトリクス状に配置されている。
【００５２】
　なお、一次受光画素４の配列（アレイ）は、図１に示したように基板２上にマトリクス
状に配列すれば解像度の向上に有利となるが、これに限定されない。要求される解像度等
に応じて適宜設定すればよい。また、一次受光画素４のサイズや数も要求される解像度に
応じて決めればよく、例えば２００ｐｐｉ以上とすることもできる。
【００５３】
　つぎに、光電変換部１４について説明する。
【００５４】
　図３に示すように、光電変換部１４は、下部電極（画素電極）１３及び上部電極（対向
電極）１６との間に光電変換層１５が形成されている。
【００５５】
　光電変換部１４における光電変換層１５は有機材料で構成されている（詳細は後述する
）また、積層された３種類の二次受光画素１０，２０，３０（図２参照）の光電変換層は
、それぞれ異なる波長域の光を感知して光電変換するように構成されている。
【００５６】
　本実施形態においては、入射光Ｌに対し、各二次受光画素１０，２０，３０が、青色光
（例えば、波長４００ｎｍ～５００ｎｍ）、緑色光（例えば、波長５００ｎｍ～６００ｎ
ｍ）、又は赤色光（例えば、波長６００ｎｍ～７００ｎｍ）をそれぞれ選択的に吸収して
光電変換するように構成されている。
【００５７】
　すなわち、第３の二次受光画素３０は赤色の光を吸収して光電変換し、緑色及び青色の
光は透過するように構成する。第２の二次受光画素２０は緑色の光を吸収して光電変換し
、赤色の光は透過するように構成する。なお、赤色の波長域の光は第３の二次受光画素３
０によって吸収され、第２の二次受光画素２０には届かないので、第２の二次受光画素２
０は、緑色光及び青色光を吸収するものであっても構わない。更に、第１の二次受光画素
１０は少なくとも青色の光を吸収して光電変換するようにする。なお、赤色及び緑色の光
は、既に第３及び第２の二次受光画素３０，２０によって吸収され、第１の二次受光画素
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１０には届かないので、第１の二次受光画素１０は３原色の全ての光を吸収するものであ
っても構わない。
【００５８】
　なお、二次受光画素１０，２０、３０は、平面視において信号出力部１２と光電変換部
１４とが上下方向（厚み方向）に積層された構成とされている。よって、平面視において
（入射光Ｌの入射方向からみると）、信号出力部１２と光電変換層１５とが重なった（オ
ーバーラップした）構成とされている。なお、本実施形態においては、平面視において、
光電変換部１４の領域内に信号出力部１２が収まるように重なっている（平面視において
、光電変換部１４の領域から信号出力部１２がはみ出していない）。
【００５９】
　つぎに、信号出力部１２の電界効果型薄膜トランジスタ４０について説明する。
【００６０】
　図３に示すように、二次受光画素１０は、光電変換部１４により生じた電荷に基づき信
号を信号出力部１２により出力する。信号出力部１２は、コンデンサ６０、電界効果型薄
膜トランジスタ４０を含んで構成されている。電界効果型薄膜トランジスタ４０は、ゲー
ト電極４４、ゲート絶縁膜４６、半導体層４８、ソース電極５０、及びドレイン電極５２
を有し、半導体層４８は、酸化物半導体又は有機半導体により形成されている。第２及び
第３の二次受光画素２０，３０にもそれぞれ同様の構成の電界効果型薄膜トランジスタを
含む信号出力部２２，３２が設けられており、それぞれの光電変換部２４，３４より生じ
た電荷に基づいて信号を出力する。
【００６１】
　なお、本実施形態においては、図５及び図６に示すように、電界効果型薄膜トランジス
タ４０は、半導体層４８が少なくとも抵抗層４８ａと該抵抗層４８ａより電気伝導度が大
きい活性層４８ｂとを有し、活性層４８ｂがゲート絶縁膜４６と接し、抵抗層４８ａが活
性層４８ｂとソース電極５０及びドレイン電極５２の少なくとも一方に電気的に接続して
いる構成とされている（なお、詳細については後述する）。
【００６２】
　さて、図４は、１つの一次受光画素４における１層の二次受光画素に設けられる回路構
成の一例を概略的に示している。まず、選択線を介して電界効果型薄膜トランジスタＴｒ
のゲート電極Ｇを選択し、フォトダイオードＰＤに光電変換に必要な逆バイアス電圧を供
給する。この状態で基板２側からの入射した光のうち特定波長域の光を受光することによ
りフォトダイオードＰＤに光電流が発生する。その信号を、データ線を介して読み出し、
アンプによる増幅、アナログ信号処理、ＡＤ変換、デジタル信号処理を行う。
【００６３】
　なお、一つの二次受光画素における電界効果型薄膜トランジスタＴｒは少なくとも１つ
形成すればよいが、２つ以上設けることもできる。また、電界効果型薄膜トランジスタＴ
ｒ及びコンデンサＣの配置も図４に示した配置に限定されず、適宜設計すればよい。ただ
し、いずれの場合も、半導体層４８は酸化物半導体又は有機半導体により形成されること
が望ましい。
【００６４】
　なお、活性層４８が酸化物半導体の場合、酸化物半導体としては、単結晶、多結晶、微
結晶、非晶質のいずれでも良いが、非晶質が好ましい。更に、酸化物半導体Ｃｕ，Ａｇ，
Ａｕ，Ｚｎ，Ｃｄ，Ｈｇ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｔｌ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ａｓ，Ｓｂ，Ｂｉから
少なくとも１種を含むことが好ましいが、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ、Ｓｎがより好ましい。
【００６５】
　つぎに、Ｒ（赤）・Ｇ（緑）・Ｂ（青）の信号出力について説明する。
【００６６】
　図２、図３に示すように、このような構成の撮像素子１では、第３の二次受光画素３０
側（基板２側の反対側）から入射した入射光Ｌが、第３の二次受光画素３０の光電変換部
３４に到達し、入射光のうち赤色の光が選択的に吸収され、この赤色光の強度に応じた正
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負の電荷、すなわち電子－正孔対が発生される。下部電極（画素電極）と上部電極との間
には所定の電圧が印加されており、光電変換部に生じる電界によって、例えば電子が下部
電極側に移動し、これらの電子は下部電極に蓄積される。下部電極に蓄積された電子は、
第３の二次受光画素３０に設けられているＴＦＴがオンにされたとき、赤色光の信号電荷
として出力される。
【００６７】
　次いで、第３の二次受光画素１０の光電変換部３４によって吸収されなかった光、すな
わち赤色の波長域以外の光は、第２の二次受光画素２０に入射される。そして、第２の二
次受光画素２０では、光電変換部（受光素子）２４において緑色の波長域の光が吸収され
る。吸収された緑色光は、青色光に対する第１の二次受光画素１０と同様の作用により光
電変換され、第２の二次受光画素２０に設けられているＴＦＴがオンされたとき、緑色光
の信号電荷として出力される。
【００６８】
　更に、第３及び第２の二次受光画素１０，２０において吸収されなかった光、すなわち
青色の光は、第１の二次受光画素１０に入射される。そして、第１の二次受光画素１０で
は、光電変換部（受光素子）１４において赤色の波長域の光が吸収される。吸収された赤
色光は、青色光及び緑色光に対する第３及び第２の二次受光画素３０，２０と同様の作用
により光電変換され、二次受光画素１０に設けられているＴＦＴがオンされたとき、赤色
光の信号電荷として出力される。
【００６９】
　このように基板２上に異なる波長域の光を感知して光電変換する二次受光画素１０，２
０，３０が封止絶縁膜１８，２８を介して絶縁状態で積層され、積層された二次受光画素
１０，２０，３０によって構成された一次受光画素４が基板２上に配列されていることで
、各波長域の光（ＲＧＢ）に応じた信号電荷をそれぞれ出力することができる。そして、
二次受光画素１０，２０，３０から出力された信号の組み合わせにより、被写体（生体内
）をフルカラーで、かつ、高い解像度で撮像することができる。また、厚さ方向で隣接す
る二次受光画素１０、２０、３０間の封止絶縁膜１８，２８は、受光画素全体を支持する
基板２に比べて極めて薄い厚みとすることができるため、二次受光画素１０、２０、３０
間に基板（中間基板）が配置されている場合に生じ易い画像ボケを効果的に抑制すること
もできる。
【００７０】
　更に、各二次受光画素１０，２０，３０を駆動する電界効果型薄膜トランジスタ４０の
半導体層４８は酸化物半導体又は有機半導体により形成されているので、例えば、アモル
ファスシリコンからなる活性層に比べて光透過性が高く、しかも、低電圧でより多くの電
流を流すことができる。このため、各二次受光画素１０，２０，３０での受光光量が向上
し、高感度で撮像することができると共に、消費電力を小さくすることができる。また、
酸化物半導体又は有機半導体からなる半導体層４８は、酸化物半導体の場合には例えばス
パッタリングによって、有機半導体の場合には例えば真空蒸着法によって、それぞれ低温
で形成することができるため、基板２としてガラス等の耐熱性の高い基板のみならず、可
撓性を有するプラスチック基板も好適に用いることができる。したがって、このような撮
像素子１を組み込んだカプセル型内視鏡１００の小型化及び軽量化を図ることに寄与され
る。
【００７１】
　つぎに、本実施形態の作用について説明する。
【００７２】
　カプセル型内視鏡１００の撮像素子１は、図２に示すように、平面視において信号出力
部１２と光電変換部１４とが重なっている。したがって、例えば、信号出力部と光電変換
部とが重なっていない構成（例えば、特開２００７－１０５２３６号公報の図２参照）と
比較し、平面視における二次受光画素１０，２０，３０の投影面積が小さくできる。
【００７３】
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　また、二次受光画素１０，２０，３０は、基板２上に封止絶縁膜１８、２８を介して積
層されているので、カラー化されても撮像素子１の平面視における投影面積は広くならな
い。よって、例えば、二次受光画素１０，２０，３０（一次受光画素４）を面内方向に並
べる構成の撮像素子と比較し、小型化される。
【００７４】
　このように、各二次受光画素１０，２０，３０が小型化され、かつ積層されているので
、撮像素子１が小型化される。そして、その結果、撮像素子１を備えるカラー画像が撮影
可能なカプセル型内視鏡１００が小型化される。
【００７５】
　また、各二次受光画素１０，２０，３０が小型化され、かつ積層されているので、撮像
素子１における一次受光画素４を高密度配置することが可能である（図１参照）。よって
、撮像素子１、すなわちカプセル型内視鏡１００が小型であっても（或いは、大型化する
ことなく）、高解像度化することができる。
【００７６】
　また、図５及び図６に示すように、電界効果型薄膜トランジスタ４０は、半導体層４８
が少なくとも抵抗層４８ａと該抵抗層４８ａより電気伝導度が大きい活性層４８ｂとを有
し、活性層４８ｂがゲート絶縁膜４６と接し、抵抗層４８ａが活性層４８ｂとソース電極
５０及びドレイン電極５２の少なくとも一方に電気的に接続している構成とされている。
【００７７】
　したがって、電界効果型トランジスタ４０がゲート電極５０に電圧が印加されたＯＮの
状態では、チャネルとなる活性層４８ｂが大きい電気伝導度を有しているため、電界効果
移動度は高くなり、高ＯＮ電流が得られる。また、ＯＦＦの状態では、抵抗層４８ａの電
気伝導度が小さく、抵抗層４８aの抵抗が高いことから、ＯＦＦ電流が低く保たれる。し
たがって、ＯＮ／ＯＦＦ比特性が極めて改良される。この結果、高解像度及び高感度で撮
像される。また、消費電力が低下する。
【００７８】
　なお、このように消費電力が低いので、本実施形態のカプセル型内視鏡１００は、大き
な電池１６４（図８を参照）を持たなくても、長時間にわたって撮影が可能となる。よっ
て、更に小型化が可能となる。
【００７９】
　このように、本実施形態のカプセル型内視鏡１００は、小型化されているので、例えば
、口から飲み込む際の患者の負荷や体内に滞留する間の負荷が小さくなる。また、解像度
及び感度が向上されているので、高画質で生体内を撮影できる。
【００８０】
　また、例えば、撮像素子にＣ－ＭＯＳセンサーを用いた場合のように、信号出力部１２
を遮光するための遮光層が本実施形態では必要ないので、漏れ光によるノイズ低減と暗電
流によるノイズ低減の効果を有する。更に、製造工程も簡略化が可能とされる。
【００８１】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
【００８２】
　また、上記実施形態では、図３に示すように、平面視において、光電変換部１４の領域
に信号出力部１２が収まるように重なっていたが、これに限定されない。少なくとも光電
変換層１５と信号出力部１２との一部が重なっていればよい。
【００８３】
　また、上記実施形態では、図８に示すように、カプセル型内視鏡１００は送信手段（送
受信部１６８）を備えていたが、例えば、カプセル内に画像データを保存可能な構成の場
合など、送信手段を備えていない構成とすることも可能である。
【００８４】
　例えば、本実施形態では、生体内をカラーで撮影するため、二次受光画素１０，２０，
３０が積層された構成であったが、これに限定されない。例えば、２種類の二次受光画素
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を積層して一次受光画素を構成してもよいし、４種類以上の二次受光画素を積層して一次
受光画素を構成してもよい。或いは、一つの二次受光画素で構成されていてもよい。
【００８５】
　また、上記実施形態では、図７に示すように、カプセル型内視鏡１００は患者Ｋが飲み
込み、患者Ｋの生体内を撮影する用途に用いたが、撮影対象（被写体）これに限定されな
い。生体内以外の種々の被写体を撮影する用途に適用が可能である。例えば、配管の内壁
の撮影等の工業用途にも適用が可能である。
【００８６】
　また、上記実施形態では、図８に示すように、カプセル型内視鏡１００は照明手段（白
色ＬＥＤ１５８Ａ，１５８Ｂ）を備えていたが、例えば、照明されなくても撮影可能な明
るさの被写体（撮像部位）や照明手段がカプセル内視鏡とは別に設ける構成の場合など、
照明手段を備えていない構成とすることも可能である。
【００８７】
　つぎに、撮像素子１を構成する各部材の詳細及び撮像素子１の製造方法について詳しく
説明する。
【００８８】
＜基板＞
　基板２の材質は特に限定されることはなく、例えばＹＳＺ（ジルコニア安定化イットリ
ウム）、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレ－ト、ポリブチレンテレフタレ－
ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポ
リエ－テルスルホン、ポリアリレ－ト、アリルジグリコールカーボネ－ト、ポリイミド、
ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）等の合
成樹脂等の有機材料、などが挙げられる。前記有機材料の場合、光透過性、耐熱性、寸法
安定性、表面平滑性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性、低吸湿性等に優れてい
ることが好ましい。
【００８９】
　本実施形態の撮像素子１は、特に基板２として、可撓性基板（フレキシブル基板）を好
適に用いることができる。可撓性の基板２に用いる材料としては、光透過率の高い有機プ
ラスチックフィルムが好ましく、上記有機材料のプラスチック状フィルムを好適に用いる
ことができる。また、フィルム状プラスチックを用いた基板２としては、絶縁性が不十分
の場合は絶縁層、水分や酸素の透過を防止するためのガスバリア層、フィルム状プラスチ
ックを用いた基板２の平坦性や、電界効果型薄膜トランジスタ４０等の密着性を向上させ
るためのアンダーコート層等を備えることも好ましい。
【００９０】
　なお、可撓性基板を用いる場合、その厚みは材質にもよるが、基板２上に形成された受
光画素等を確実に支持することができると共に、基板２を自由に曲げることができる厚さ
とすることが好ましく、例えば、１０μｍ以上１ｍｍ以下、好ましくは、２０μｍ以上０
．５ｍｍ以下とすることができる。
【００９１】
　このようなプラスチック製の可撓性の基板２を用いれば、曲げたり、丸めたりするなど
自由に変形することができ、装置の小型化や軽量化に寄与することが可能となる。
【００９２】
　図２に示すように、本実施形態のように、基板２とは反対側、つまり第３の二次受光画
素３０側から受光して光電変換するようにする場合には、基板２は透明である必要はなく
、例えば金属基板や半導体基板などの不透明な基板を用いることができる。
【００９３】
　これに対し、図２（本実施形態）とは反対側、つまり、基板２側から受光して各二次受
光画素１０，２０，３０が光を感知するようにする場合には、光透過性の高い基板２を用
いる。この場合、要求される感度等にもよるが、基板２は光透過率が高いほど好ましい。
【００９４】
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＜電界効果型薄膜トランジスタ＞
　既に説明したように、図３に示すように二次受光画素１０は、光電変換部１４により生
じた電荷に基づき、コンデンサ６０、電界効果型薄膜トランジスタ４０を含む信号出力部
１２により信号を出力する。電界効果型薄膜トランジスタ４０は、ゲート電極４４、ゲー
ト絶縁膜４６、半導体層４８、ソース電極５０、及びドレイン電極５２を有し、半導体層
４８は、酸化物半導体又は有機半導体により形成されている。第２及び第３の二次受光画
素２０，３０にもそれぞれ同様の構成の電界効果型薄膜トランジスタを含む信号出力部２
２，３２が設けられており、それぞれの光電変換部２４，３４（図２参照）より生じた電
荷に基づいて信号を出力する。
【００９５】
－半導体層－
　半導体層４８を酸化物半導体により形成すれば、アモルファスシリコンの半導体層に比
べて電荷の移動度がはるかに高く、低電圧で駆動させることができる。また、酸化物半導
体を用いれば、通常、シリコンよりも光透過性が高く、可撓性を有する活性層４８を形成
することができる。また、酸化物半導体、特にアモルファス酸化物半導体は、低温（例え
ば室温）で均一に成膜が可能であるため、プラスチックのような可撓性のある樹脂製の基
板２を用いるときに特に有利となる。また、複数の二次受光画素を積層させるため、上段
の二次受光画素を形成する際に下段の二次受光画素が影響を受ける。特に光電変換層は熱
の影響を受けやすいが、酸化物半導体、特にアモルファス酸化物半導体は低温成膜が可能
であるため有利である。
【００９６】
　半導体層４８を形成するための酸化物半導体としては、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの少
なくとも１つを含む酸化物（例えばＩｎ－Ｏ系）が好ましく、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうち
の少なくとも２つを含む酸化物（例えばＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系、Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系）がより好ましく、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎを含む酸化物が更に好ましい。Ｉｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体としては、結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）
ｍ（ｍは６未満の自然数）で表される酸化物半導体が好ましく、特に、ＩｎＧａＺｎＯ４

がより好ましい。この組成のアモルファス酸化物半導体の特徴としては、電気伝導度が増
加するにつれ、電子移動度が増加する傾向を示す。
【００９７】
　ここで電気伝導度とは、物質の電気伝導のしやすさを表す物性値であり、物質のキャリ
ア濃度ｎ、キャリア移動度μ、とすると物質の電気伝導度σは以下の式で表される。ｅは
電荷素量を表す。
　　　σ＝ｎｅμ
【００９８】
　半導体層４８がｎ型半導体である時はキャリアは電子であり、キャリア濃度とは電子キ
ャリア濃度を、キャリア移動度とは電子移動度を示す。同様に半導体層４８がｐ型半導体
ではキャリアは正孔であり、キャリア濃度とは、正孔キャリア濃度を、キャリア移動度と
は正孔移動度を示す。尚、物質のキャリア濃度とキャリア移動度とは、ホール測定により
求めることができる。
【００９９】
　電気伝導度は、厚みが分かっている膜のシート抵抗を測定することにより、膜の電気伝
導度を求めることができる。半導体の電気伝導度は温度により変化するが、本願明細書に
おける電気伝導度は、室温（２０℃）での電気伝導度を示す。
【０１００】
　半導体層４８を形成する酸化物半導体としては、前記したようにＩｎ、Ｇａ及びＺｎの
うちの少なくとも１つを含むｎ型酸化物半導体が好ましいが、ＺｎＯ・Ｒｈ２Ｏ３、Ｃｕ
ＧａＯ２、ＳｒＣｕ２Ｏ２のようなｐ型酸化物半導体を半導体層４８に用いることもでき
る。
【０１０１】
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　半導体層４８の電気伝導度は、半導体層４８のソース電極５０及びドレイン電極５２近
傍よりゲート絶縁膜４６近傍において高くすることが好ましい。より好ましくは、ゲート
絶縁膜４６近傍の電気伝導度のソース電極５０及びドレイン電極５２近傍の電気伝導度に
対する比率（ゲート絶縁膜４６近傍の電気伝導度／ソース電極５０及びドレイン電極５２
近傍の電気伝導度）が、好ましくは、１０１以上１０１０以下であり、より好ましくは、
１０２以上１０８以下である。好ましくは、半導体層４８のゲート絶縁膜４６界面近傍の
電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満であり、より好ましくは１０
－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。
【０１０２】
　半導体層４８は複数の層で形成することもできる。例えば、図５に示すように、半導体
層４８が、少なくとも抵抗層４８ａと該抵抗層４８ａより電気伝導度が大きい活性層４８
ｂとを有し、活性層４８ｂがゲート絶縁膜４６と接し、抵抗層４８ａが活性層４８ｂとソ
ース電極５０及びドレイン電極５２の少なくとも一方に電気的に接続している構成とする
ことが好ましい。より好ましくは、活性層４８ｂの電気伝導度の抵抗層４８ａの電気伝導
度に対する比率（活性層４８ｂの電気伝導度／抵抗層４８ａの電気伝導度）が、１０１以
上１０１０以下であり、更に好ましくは、１０２以上１０８以下である。
【０１０３】
　また、好ましくは、活性層４８ｂの電気伝導度が１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ
－１未満であり、より好ましくは１０－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。
抵抗層４８ａの電気伝導度は、好ましくは１０－１Ｓｃｍ－１以下、より好ましくは１０
－９Ｓｃｍ－１以上１０－３Ｓｃｍ－１以下である。
　また、抵抗層の膜厚が活性層の膜厚より厚いことが好ましい。より好ましくは、抵抗層
の膜厚／活性層の膜厚比が１を越え１００以下、さらに好ましくは１を越え１０以下であ
る。
　活性層の膜厚は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下が好ましく、より好ましくは２．５ｎｍ以
上３０ｎｍ以下である。抵抗層の膜厚は、５ｎｍ以上５００ｎｍ以下が好ましく、より好
ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【０１０４】
　上記のようなＩＧＺＯ等のアモルファス酸化物半導体により２層構造の抵抗層４８ａ，
活性層４８ｂを形成すれば、移動度が１０ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上の高い移動度のＴＦＴ
で、ＯＮ／ＯＦＦ比が１０６以上のトランジスタ特性を実現でき、一層低電圧化を図るこ
とができる。
【０１０５】
　また、各二次受光画素１０，２０，３０に設ける電界効果型薄膜トランジスタは、ボト
ムゲート型及びトップゲート型のいずれでもよい。例えば図６に示すように、基板２側か
ら、ソース・ドレイン電極５０，５２、活性層４８ｂ，抵抗層４８ａ、ゲート絶縁膜４６
、及びゲート電極４４を順次積層して構成した電界効果型薄膜トランジスタとすることも
できる。
【０１０６】
　なお、図５及び図６では、基板２上に絶縁膜３が形成され、その上に電界効果型薄膜ト
ランジスタが形成されている。特に金属基板や半導体基板のように導電性を有する基板を
用いる場合には、このような絶縁膜を形成して絶縁基板とすることができる。
【０１０７】
　本実施形態に係る半導体層４８は、上述のように半導体層４８のソース電極５０及びド
レイン電極５２近傍よりゲート絶縁膜４６近傍において電気伝導度がより大きくなるよう
に調整することが好ましい。例えば、前記抵抗層と前記活性層の間の電気伝導度が連続的
に変化している態様も好ましい。該構成においては前記抵抗層と前記活性層と間に明確な
境界を有する訳でない。前記抵抗層と前記活性層を併せた半導体層の総厚みの前記ゲート
絶縁膜に近接する１０％の領域を活性層、また、該半導体層の厚みの前記ソース電極及び
前記ドレイン電極に近接する１０％の領域を抵抗層と定義される。
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【０１０８】
　半導体層４８を酸化物半導体で形成する場合、電気伝導度の調整手段として下記の手段
を挙げることができる。
（１）酸素欠陥による調整
　酸化物半導体において、酸素欠陥ができると、キャリア電子が発生し、電気伝導度が大
きくなることが知られている。よって、酸素欠陥量を調整することにより、酸化物半導体
の電気伝導度を制御することが可能である。酸素欠陥量を制御する具体的な方法としては
、成膜中の酸素分圧、成膜後の後処理時の酸素濃度と処理時間等がある。ここでいう後処
理とは、具体的に１００℃以上の熱処理、酸素プラズマ、ＵＶオゾン処理などがある。こ
れらの方法の中でも、生産性の観点から成膜中の酸素分圧を制御する方法が好ましい。成
膜中の酸素分圧を調整することにより、酸化物半導体の電気伝導度の制御を行うことがで
きる。
【０１０９】
（２）組成比による調整
　酸化物半導体の金属組成比を変えることにより、電気伝導度を変化させることもできる
。例えば、ＩｎＧａＺｎ１－ＸＭｇＸＯ４において、Ｍｇの比率が増えていくと、電気伝
導度が小さくなる。また、（Ｉｎ２Ｏ３）１－Ｘ（ＺｎＯ）Ｘの酸化物系において、Ｚｎ
／Ｉｎ比が１０％以上では、Ｚｎ比率が増加するにつれ、電気伝導度が小さくなることが
報告されている（「透明導電膜の新展開II」、シーエムシー出版、３４頁－３５頁）。好
ましくは、抵抗層のＺｎ／Ｉｎ比が活性層のＺｎ／Ｉｎ比より３％以上大きく、さらに好
ましくは、１０％以上大きい。
　これら組成比を変える具体的な方法としては、例えば、スパッタによる成膜方法におい
ては、組成比が異なるターゲットを用いる方法が挙げられる。または、多元のターゲット
により、共スパッタし、そのスパッタレートを個別に調整することにより、膜の組成比を
変えることが可能である。
【０１１０】
（３）不純物による調整
　酸化物半導体に、Ｌｉ，Ｎａ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｃｕ，Ｃｄ，Ｃ，Ｎ，Ｐ等の元素を
不純物として添加することにより、電子キャリア濃度を減少させること、つまり電気伝導
度を小さくすることが可能である。不純物を添加する方法としては、酸化物半導体と不純
物元素とを共蒸着により行う、成膜された酸化物半導体膜に不純物元素のイオンをイオン
ドープ法により行う等がある。
【０１１１】
（４）酸化物半導体材料による調整
　上記（１）～（３）においては、同一酸化物半導体系での電気伝導度の調整方法を述べ
たが、もちろん酸化物半導体材料を変えることにより、電気伝導度を変えることができる
。例えば、一般的にＳｎＯ２系酸化物半導体は、Ｉｎ２Ｏ３系酸化物半導体に比べて電気
伝導度が小さいことが知られている。このように酸化物半導体材料を変えることにより、
電気伝導度の調整が可能である。特に電気伝導度の小さい酸化物材料としては、Ａｌ２Ｏ

３、Ｇａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ３、ＭｇＯ、又はＨｆＯ３等の酸化物絶
縁体材料が知られており、これらを用いることも可能である。
　電気伝導度を調整する手段としては、上記（１）～（４）の方法を単独に用いても良い
し、組み合わせても良い。
【０１１２】
　半導体層４８を形成する方法としては、酸化物半導体の多結晶焼結体をターゲットとし
て、気相成膜法を用いるのが良い。気相成膜法の中でも、スパッタリング法、パルスレー
ザー蒸着法（ＰＬＤ法）が適している。更に、量産性の観点から、スパッタリング法が好
ましい。
【０１１３】
　例えば、ＲＦマグネトロンスパッタリング蒸着法により、真空度及び酸素流量を制御し
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て成膜される。酸素流量が多いほど電気伝導度を小さくすることができる。
【０１１４】
　なお、成膜の際、電気伝導度を調整する手段としては、上記（１）～（４）の方法を単
独で用いても良いし、組み合わせても良い。
【０１１５】
　形成した膜は、例えば、周知のＸ線回折法によりアモルファス膜であることが確認でき
る。
【０１１６】
　また、膜厚は触針式表面形状測定により求めることができる。組成比は、ＲＢＳ（ラザ
フォード後方散乱）分析法により求めることができる。
【０１１７】
　半導体層４８は、有機半導体により形成してもよい。低温成膜可能であり、導電性及び
光透過性を有する種々の縮合多環芳香族化合物や共役系化合物などの有機半導体を用いる
ことができる。
【０１１８】
　具体的には、低分子有機半導体としては、ペンタセン、テトラセン、アントラセンに代
表されるアセン系化合物、中心金属がＣｕ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｂ、Ｐｔ、Ｆｅ、Ｍｇ
等の２価もしくは無金属フタロシアニン、アルミニウムクロロフタロシアニン、インジウ
ムクロロフタロシアニン、ガリウムクロロフタロシアニン等のハロゲン原子が配位した３
価金属のフタロシアニン、その他バアナジルフタロシアニン、チタニルフタロシアニン等
の酸素が配位したフタロシアニン等に代表されるフタロシアニン系顔料、インジゴ、チオ
インジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ペリレンもしくはＰＴＣＤＡ、ＰＴＣＤＩ、ＰＴ
ＣＢＩ．Ｍｅ－ＰＴＣなどのペリレン系顔料、Ｃ60、Ｃ70、Ｃ76、Ｃ78、Ｃ84等フラーレ
ン類、カーボンナノチューブ類、メロシアニン色素などの色素類などを用いることができ
る。
【０１１９】
　高分子有機半導体としては、ポリピロール、ポリ（Ｎ－置換ピロール）などのポリピロ
ール類、ポリチオフェン、ポリ（３－置換チオフェン）などのポリチオフェン類、ポリア
セチレン類、ポリビニルカルバゾール、ポリフエニレンスルフィド、ポリビニレンスルフ
ィドなどのポリマーを用いることができる。
【０１２０】
　上記の材料は単体で用いてもよいし、樹脂などのバインダーに分散混合させて用いて用
いることができる。
【０１２１】
　また、有機半導体の導電率を調整するために、ドナー性、もしくはアクセプター性の無
機材料、無機化合物、有機化合物などのドーパントをドープしてもよい。
【０１２２】
　有機半導体により半導体層４８を形成する方法としては、乾式成膜法、或いは湿式成膜
法を用いることができる。乾式成膜法の具体例としては、真空蒸着法、スパッタリング法
、イオンプレーティング法、ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或いはプラズマ重合等のＣＶ
Ｄ法が挙げられる。湿式成膜法としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法
、ＬＢ法等の塗布法と用いることができる。また、インクジェット印刷やスクリーン印刷
などの印刷法、熱転写やレーザー転写などの転写法を用いてもよい。パターニングは、フ
ォトリソグラフィなどによる化学的エッチングにより行ってもよいし、紫外線やレーザー
などによる物理的エッチングにより行ってもよいし、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ
等をして行ってもよいし、リフトオフ法、印刷法、転写法により行ってもよい。
【０１２３】
　低分子有機半導体を用いる場合は、乾式成膜法が好ましく用いられ、特に真空蒸着法が
好ましく用いられる。真空蒸着法は抵抗加熱蒸着法、電子線加熱蒸着法等の化合物の加熱
の方法、るつぼ、ボート等の蒸着源の形状、真空度、蒸着温度、基板温度、蒸着速度等が
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基本的なパラメーターである。均一な蒸着を可能とするために基板２を回転させて蒸着す
ることが好ましい。真空度は高い方が好ましく１０－４Ｔｏｒｒ以下、好ましくは１０－

６Ｔｏｒｒ以下、特に好ましくは１０－８Ｔｏｒｒ以下で真空蒸着が行われる。蒸着時の
全ての工程は真空中で行われることが好ましく、基本的には化合物が直接、外気の酸素、
水分と接触しないようにする。真空蒸着の上述した条件は有機膜の結晶性、アモルファス
性、密度、緻密度等に影響するので厳密に制御する必要がある。水晶振動子、干渉計等の
膜厚モニタを用いて蒸着速度をＰＩもしくはＰＩＤ制御することが好ましい。２種類以上
の化合物を同時に蒸着する場合には共蒸着法、フラッシュ蒸着法等を好ましく用いること
ができる。
【０１２４】
　高分子半導体を用いる場合は、湿式成膜法により成膜することが好ましい。蒸着等の乾
式成膜法を用いた場合、高分子を用いることは分解のおそれがあるため難しく、代わりと
してそのオリゴマーを好ましく用いることができる。
【０１２５】
　半導体層４８の厚みは、使用する材料等にもよるが、好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ
以下、更に好ましくは２０ｎｍ以上５００ｎｍ以下、特に好ましくは３０ｎｍ以上２００
ｎｍ以下である。
【０１２６】
－ゲート絶縁膜－
　ゲート絶縁膜４６は、比誘電率の高い無機化合物や有機化合物を用いることができる。
【０１２７】
　無機化合物としては、酸化珪素、窒化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化ゲルマニウム、酸
化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化タンタル、酸化ハフニウム
、酸化窒化珪素、酸化炭化珪素、窒化炭化珪素、酸化窒化炭化珪素、酸化窒化ゲルマニウ
ム、酸化炭化ゲルマニウム、窒化炭化ゲルマニウム、酸化窒化炭化ゲルマニウム、酸化窒
化アルミニウム、酸化炭化アルミニウム、窒化炭化アルミニウム、酸化窒化炭化アルミニ
ウムやこれらの混合物を用いることができる。
【０１２８】
　有機化合物としては、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリアクリレート、光
ラジカル重合系、光カチオン重合系の光硬化性樹脂、或いはアクリロニトリル成分を含有
する共重合体、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ノボラック樹脂、および
シアノエチルプルラン等を用いることもできる。また、これらのポリマー微粒子に無機酸
化物を被覆した粒子も用いることができる。
【０１２９】
　ゲート絶縁膜４６の形成方法としては、乾式成膜法、或いは湿式成膜法を用いることが
できる。乾式成膜法の具体的な例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ
ーティング法，ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或いはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げら
れる。湿式成膜法としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法、ＬＢ法等の
塗布法を用いることができる。また、インクジェット印刷やスクリーン印刷などの印刷法
、熱転写やレーザー転写などの転写法を用いてもよい。パターニングは、フォトリソグラ
フィなどによる化学的エッチングにより行ってもよいし、紫外線やレーザーなどによる物
理的エッチングにより行ってもよいしマスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行って
もよいし、リフトオフ法、印刷法、転写法により行ってもよい。
【０１３０】
　また、ＴＦＴ４０の構造にもよるが、ゲート電極４４の表面をＯ２プラズマ処理や陽極
酸化法などにより酸化する方法や、Ｎ２プラズマを用いて窒化する方法などによりゲート
絶縁膜４６を形成することもできる。
【０１３１】
　ゲート絶縁膜４６の膜厚としては、３０ｎｍ～３μｍが好ましく、より好ましくは、５
０ｎｍ～１μｍである。
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【０１３２】
－ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極－
　ゲート電極４４、ソース電極５０、及びドレイン電極５２は、導電性材料であれば特に
限定されず、例えば白金、金、銀、ニッケル、クロム、銅、鉄、錫、アンチモン鉛、タン
タル、インジウム、アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、これらの金属の合金、酸化イン
ジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物、ドーピング
等で導電率を向上させた無機及び有機半導体（シリコン単結晶、ポリシリコン、アモルフ
ァスシリコン、ゲルマニウム、グラファイト、ポリアセチレン、ポリパラフェニレン、ポ
リチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン、ポリチエニレンビニレン、ポリパラフェニ
レンビニレン等）、これらの材料の複合体等が挙げられる。特にソース領域及びドレイン
領域に用いる電極の材料は、上記の材料の中でも活性層４８との接触面において電気抵抗
が少ないものが好ましい。
【０１３３】
　また、特にプラスチック製の可撓性基板を用いる場合、低温成膜が可能な材料、例えば
酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物、或
いはドーピング等で導電率を向上させた有機半導体を用いて各電極４４，５０，５２を形
成することが好ましい。これらの材料を用いれば、電界効果型薄膜トランジスタ４０全体
を低温プロセスで形成することができると共に、光透過性及び可撓性がより高い電界効果
型薄膜トランジスタ４０を形成することができる。なお、電界効果型薄膜トランジスタ４
０は、光透過率が高いほど好ましく、具体的には可視光透過率が、好ましくは６０％以上
、より好ましくは７０％以上、特に好ましくは８０％以上である。各二次受光画素１０，
２０，３０における電界効果型薄膜トランジスタ４０の光透過率が高いほど光電変換層１
５における受光光量が向上し、より高感度となる。
【０１３４】
　また、光電変換部（受光素子）１４の電極１３，１６も上記のような低温成膜可能な材
料により形成すれば、二次受光画素全体をより確実に低温プロセスで形成することができ
、可撓性の基板２を用いる場合に特に有利となる。
【０１３５】
　ゲート電極４４の形成方法としては、乾式成膜法、或いは湿式成膜法を用いることがで
きる。乾式成膜法の具体的な例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー
ティング法、ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或いはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げられ
る。湿式成膜法としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法、ＬＢ法等の塗
布法を用いることができる。また、インクジェット印刷やスクリーン印刷などの印刷法、
熱転写やレーザー転写などの転写法を用いてもよい。
【０１３６】
　パターニングは、フォトリソグラフィなどによる化学的エッチングにより行ってもよい
し、紫外線やレーザーなどによる物理的エッチングにより行ってもよいしマスクを重ねて
真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法、印刷法、転写法により行っ
てもよい。これらの成膜法及びパターニング法から、使用する材料、基板２の材質等を考
慮して選択すればよい。
【０１３７】
　ソース電極５０及びドレイン電極５２の形成も、ゲート電極４４と同様の方法を採用す
ることができる。
【０１３８】
　ゲート電極４４、ソース電極５０、及びドレイン電極５２の各膜厚としては、それぞれ
、好ましくは、１０ｎｍ以上１μｍ以下、更に好ましくは３０ｎｍ以上５００ｎｍ以下、
特に好ましくは５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下である。
【０１３９】
＜コンデンサ＞
　図３に示すコンデンサ６０は、基板２と下部電極１３との間に設けられた絶縁膜５４を
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貫通して形成された導電性材料の配線を介して対応する下部電極（画素電極）１３と電気
的に接続されている。これにより、下部電極１３で捕集された電荷をコンデンサ６０に移
動させることができる。
【０１４０】
　コンデンサ６０は、絶縁した一対の電極６４，６６により構成され、例えば、電界効果
型薄膜トランジスタ４０のゲート電極４４、ゲート絶縁膜４６、及びソース・ドレイン電
極５０，５２を形成するときに、フォトリソグラフィ等によって同時にパターニングして
形成することができる。このとき、コンデンサ６０の上部電極６６がドレイン電極５２と
電気的に接続するようにパターニングする。また、コンデンサ６０の上部電極６６は光電
変換部１４の下部電極１３とスルーホール７０によって電気的に接続されている。
【０１４１】
＜層間絶縁膜＞
　電界効果型薄膜トランジスタ４０及びコンデンサ６０を形成した後、保護膜（層間絶縁
膜）５４を形成する。層間絶縁膜５４には、ゲート絶縁膜４６と同様の無機化合物及び有
機化合物を用いることができる。
【０１４２】
　層間絶縁膜５４の形成方法としては、乾式成膜法、或いは湿式成膜法を用いることがで
きる。乾式成膜法の具体的な例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー
ティング法、ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或いはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げられ
る。湿式成膜法としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法、ＬＢ法等の塗
布法と用いることができる。また、インクジェット印刷やスクリーン印刷などの印刷法、
熱転写やレーザー転写などの転写法を用いてもよい。パターニングは、フォトリソグラフ
ィ－などによる化学的エッチングにより行ってもよいし、紫外線やレ－ザ－などによる物
理的エッチングにより行ってもよいしマスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行って
もよいし、リフトオフ法、印刷法、転写法により行ってもよい。
【０１４３】
　例えば、スピンコータ等を用いて基板２上にアクリル系感光性樹脂を塗布し、所定の位
置にコンタクトホールが形成されるように露光した後、現像する。これによりコンタクト
ホールが形成された保護膜（層間絶縁膜）５４を形成することができる。
【０１４４】
　層間絶縁膜５４の膜厚としては、５０ｎｍ～３μｍが好ましく、より好ましくは、１０
０ｎｍ～１μｍである。
【０１４５】
＜下部電極及び上部電極＞
　光電変換部（受光素子）となる下部電極（画素電極）１３及び上部電極（対向電極）１
６は、一方を陽極とし、他方を陰極とする。
【０１４６】
　各二次受光画素１０，２０，３０の下部電極及び上部電極１６，２６，３６は、透明も
しくは半透明である必要があり、４００ｎｍ～７００ｎｍの可視光の波長域において、少
なくとも５０パーセント以上、好ましくは７０パーセント以上、より好ましくは９０％以
上の光透過率を有するものが好ましい。
【０１４７】
　これらの電極の材料は、光透過率及び導電性のほか、隣接する層との密着性や電子親和
力、イオン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれ、金属、合金、金属酸化物、電気
伝導性化合物、またはこれらの混合物材料などを用いることができる。
【０１４８】
　具体的には、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、
ＩＺＯ、ＡＺＯ、ＦＴＯ、ＳｎＯ２、ＴｉＯ２、ＺｎＯ２等の導電性金属酸化物、或いは
金、銀、クロム、ニッケル等の金属、更にこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物ま
たは積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、
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ポリピロールなどの有機導電性材料、シリコン化合物およびこれらとＩＴＯとの積層物な
どが挙げられる。高い光透過性が要求される電極材料としては、好ましくは、導電性金属
酸化物であり、特に、生産性、導電性、透明性等の点からＩＴＯ、ＩＺＯが好ましい。
【０１４９】
　下部電極（画素電極）１３及び上部電極（対向電極）１６の形成方法としては、乾式成
膜法、或いは湿式成膜法を用いることができる。乾式成膜法の具体的な例としては、真空
蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法，ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或
いはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げられる。湿式成膜法としては、キャスト法、スピン
コート法、ディッピング法、ＬＢ法等の塗布法を用いることができる。また、インクジェ
ット印刷やスクリーン印刷などの印刷法、熱転写やレーザー転写などの転写法を用いても
よい。パターニングは、フォトリソグラフィ－などによる化学的エッチングにより行って
もよいし、紫外線やレーザーなどによる物理的エッチングにより行ってもよいしマスクを
重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法、印刷法、転写法によ
り行ってもよい。
【０１５０】
　下部電極（画素電極）１３は、成膜後、パター二ングを行うことにより、一次受光画素
毎に分割された下部電極１３を形成し、上部電極（対向電極）１６は、全画素部で共通の
一枚構成としてもよいし、一次受光画素毎に分割してあっても良い。
【０１５１】
　電極１３，１６の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、光透過率を高めるために可
能な限り薄い方がよく、通常３ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲が好ましく、より好ましく
は５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、更に好ましくは７ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
また、陽極及び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω／□以下が好ましい。
【０１５２】
＜光電変換層＞
　光電変換部１４における光電変換層１５は、積層された３種類の二次受光画素１０，２
０，３０がそれぞれ異なる波長域の光を感知して光電変換するように構成する。
【０１５３】
　各二次受光画素１０，２０，３０の光電変換層は、それぞれ所定の波長域の光を吸収し
て光の強度に応じた電荷を発生する光電変換材料を用いることができる。具体的には、青
色光を吸収して光電変換する有機材料としては、例えばポルフィリン誘導体、緑色の光を
吸収して光電変換する有機材料としては、例えばペリレン誘導体、赤色の光を吸収して光
電変換する有機材料としては、例えばフタロシアニン誘導体が挙げられる。
【０１５４】
　なお、光電変換層を構成する有機材料は、前述のものに限定されるものではない。例え
ば、アクリジン、クマリン、キナクリドン、シアニン、スクエアリリウム、オキサジン、
キサンテントリフェニルアミン、ベンジジン、ピラゾリン、スチリルアミン、ヒドラゾン
、トリフェニルメタン、カルバゾール、ポリシラン、チオフェン、ポリアミン、オキサジ
アゾール、トリアゾール、トリアジン、キノキサリン、フェナンスロリン、フラーレン、
アルミニウムキノリン、ポリパラフェニレンビニレン、ポリフルオレン、ポリビニルカル
バゾール、ポリチオール、ポリピロール、ポリチオフェン及びこれらの誘導体等を単独で
、又はこれらに代表される有機材料を２種類以上混合若しくは積層することで、光電変換
層１５を形成することも可能である。
【０１５５】
　光電変換層１５の形成方法としては、乾式成膜法、或いは湿式成膜法を用いることがで
きる。乾式成膜法の具体例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティ
ング法，ＭＢＥ法等の物理気相成長法、或いはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げられる。
湿式成膜法としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法、ＬＢ法等の塗布法
と用いることができる。また、インクジェット印刷やスクリーン印刷などの印刷法、熱転
写やレーザー転写などの転写法を用いてもよい。パターニングは、フォトリソグラフィ－
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などによる化学的エッチングにより行ってもよいし、紫外線やレ－ザ－などによる物理的
エッチングにより行ってもよいしマスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよ
いし、リフトオフ法、印刷法、転写法により行ってもよい。
【０１５６】
　また、暗電流（光未照射時に観測される電流）の低減や量子効率向上のために、電子輸
送材料、正孔輸送材料、電子ブロッキング材料、正孔ブロッキング材料等を混合又は積層
することも可能である。これらの層も光電変換層１５と同様の方法により形成することが
できる。
【０１５７】
　なお、積層された二次受光画素１０，２０，３０によって３原色の光を受光するように
構成する場合、上記のような基板２側から青色光、緑色光、赤色光の順（ＢＧＲ）に限定
されず、３種類の二次受光画素１０，２０，３０がそれぞれＲ、Ｇ、Ｂのいずれかに対応
した波長域の光を選択的に感知し、それらの組み合わせによって３原色の光を光電変換で
きるようにすればよい。したがって、３種類の二次受光画素１０，２０，３０が、基板２
側から、ＢＧＲ、ＢＲＧ、ＧＢＲ、ＧＲＢ、ＲＧＢ、ＲＢＧのいずれかのパターンでそれ
ぞれの色の光を吸収して光電変換できるように光電変換層１５を形成すればよい。
【０１５８】
＜封止絶縁膜＞
　光電変換層１５上に上部電極１６を形成した後、封止絶縁膜１８，２８を形成する。封
止絶縁膜１８，２８は、絶縁性及び光透過性を有する材料により形成する。封止絶縁膜１
８，２８を形成する材料としては、例えば、前記したゲート絶縁膜４６又は層間絶縁膜５
４と同様の材料を用いることができるが、無機化合物がより好ましい。封止絶縁膜を形成
する無機化合物としては、例えば、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＭｇＯ
、ＨｆＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＳｉＯ（酸化ケイ素）、ＳｉＯＮ（酸窒化ケイ素）ＳｉＮ（窒
化ケイ素）またはＡｌＮ（窒化アルミニウム）等の無機材料が挙げられる。また、封止絶
縁膜１８，２８は原子層ＣＶＤ法（ＡＬＣＶＤ法）によって形成された無機材料層である
ことが好ましい。
【０１５９】
　なお、第１及び第２の二次受光画素１０，２０の間に介在する封止絶縁膜１８は、第２
及び第３の二次受光画素２０，３０がそれぞれ感知する光（Ｇ及びＲ）を透過し、第２及
び第３の二次受光画素２０，３０の間に介在する封止絶縁膜２８は、第３の二次受光画素
３０が感知する光（Ｒ）を透過させるように形成する。
【０１６０】
　封止絶縁膜１８，２８を形成する方法は、前記したゲート絶縁膜４６又は層間絶縁膜５
４の形成と同様の乾式成膜法、或いは湿式成膜法を用いることができ、使用する材料、基
板２の材質等を考慮して選択すればよい。
【０１６１】
　封止絶縁膜１８，２８の膜厚としては、５０ｎｍ以上１０μｍ以下が好ましい。更に好
ましくは７０ｎｍ以上５μｍ以下であり、最も好ましくは１００ｎｍ以上３μｍ以下であ
る。このような封止絶縁膜１８，２８を隣接する二次受光画素の間に設けておけば、各二
次受光画素１０，２０，３０を絶縁状態に保ち、独立して制御することができる。また、
封止絶縁膜１８，２８は受光画素全体を支持する基板２に比べて厚みを極めて小さくする
ことができる。すなわち、本発明に係る撮像素子１は、中間基板を使用しないため、各二
次受光画素１０，２０，３０間のギャップが極めて小さく、画像ボケを効果的に防ぐこと
ができる。
【０１６２】
＜平坦化層＞
　厚さ方向に隣接する二次受光画素は、封止絶縁膜１８，２８のほか、該封止絶縁膜１８
，２８上に設けられた平坦化層１９，２９を介して積層されていることが好ましい。例え
ば、第１の二次受光画素１０における電界効果型薄膜トランジスタ４０を形成する際、フ
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ォトリソグラフィ等によってパターニングを行うため、凹凸が生じ、封止絶縁膜１８の表
面にもそれを反映した凹凸が生じる場合がある。このような凹凸が生じた封止絶縁膜１８
上に次の二次受光画素２０の電界効果型薄膜トランジスタ等を形成すると、形成不良や厚
膜化等を招くおそれがある。そのため、第１の二次受光画素１０上に封止絶縁膜１８を形
成した後、次の二次受光画素２０を形成する前に、平坦化層１９を形成して平坦度を高め
れば、次の二次受光画素２０の電界効果型薄膜トランジスタ等の形成不良等を効果的に防
ぐことができる。第２の二次受光画素２０を形成した後も、同様に封止絶縁膜２８及び平
坦化層２９を順次形成することが好ましい。なお、最上となる第３の二次受光画素３０（
上部電極３６）上に封止絶縁膜３８を形成した後は、特に平坦化層を設ける必要はない。
【０１６３】
　平坦化層１９，２９は、封止絶縁膜１８，２８は、絶縁性及び光透過性を有する材料に
より形成する。具体的にはゲート絶縁膜４６又は層間絶縁膜５４と同様の材料を用いるこ
とができ、特に有機ポリマーからなる有機層であることが好ましい。有機ポリマーとして
はフッ素樹脂、ポリパラキシレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ポリスチレン樹脂等の
高分子膜、更には光硬化性樹脂がより好ましい。
【０１６４】
　平坦化層１９，２９を形成する方法としては、種々のＣＶＤ法、例えばプラズマアシス
ト法、ＩＰＣ－ＣＶＤ法、Ｃａｔ－ＣＶＤ法、原子層ＣＶＤ法（ＡＬＣＶＤ法）を挙げる
ことができる。このような方法によれば、封止絶縁膜１８，２８に凹凸が生じていても、
平坦度が高い平坦化層を形成することができる。
【０１６５】
　また、平坦化層１９，２９の厚さとしては、５０ｎｍ～１０μｍが好ましく、より好ま
しくは、７０ｎｍ～５μｍ、特に好ましくは１００ｎｍ～３μｍである。このような厚み
の平坦化層１９，２９であれば、平坦度を向上させると共に、光透過性の低下や二次受光
画素間のギャップの拡大を効果的に抑制することができる。
【０１６６】
　なお、封止絶縁膜１８，２８と平坦化層１９，２９は同じ材料を用いることもでき、平
坦化層１９，２９を兼ねた封止絶縁膜１８，２８を形成してもよい。例えばＳｉＮ（窒化
ケイ素）とＳｉＯ（酸化ケイ素）を用いてプラズマＣＶＤ法により多層構成で成膜すれば
、バリア性と柔軟性が両立して緻密性が高く、透過性も良く、平坦度が高い封止絶縁膜１
８，２８を形成することができる。
【０１６７】
　以上のような方法により、基板２の片面において、それぞれ異なる波長域の光（ＢＧＲ
）を選択的に感知する３種類の二次受光画素１０，２０，３０を、厚さ方向に隣接する二
次受光画素の間に少なくとも封止絶縁膜１８，２８を介して順次形成して積層する。そし
て、二次受光画素１０，２０，３０を形成する際に、それぞれ、感知すべき光を光電変換
する光電変換部１４，２４，３４と、該光電変換部１４，２４，３４により生じた電荷に
基づいて電界効果型薄膜トランジスタ４０により信号を出力する信号出力部１２，２２，
３２とを形成する。このとき、電界効果型薄膜トランジスタ４０は、ゲート電極４４、ゲ
ート絶縁膜４６、半導体層４８、ソース電極５０、及びドレイン電極５２を有し、半導体
層４８を酸化物半導体又は有機半導体により形成する。これにより、図２に示したように
３種類の二次受光画素１０，２０，３０が積層して構成される一次受光画素４が、基板２
の面方向に配置された撮像素子１を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本発明に係るカプセル型内視鏡に備えられた撮像素子の一次受光画素の配列の一
例を示す概略平面図である。
【図２】一次受光画素を構成する二次受光画素の層構成の一例を示す概略断面図である。
【図３】第１の二次受光画素の構成の一例を具体的に示す概略図である。
【図４】１層の二次受光画素に含まれる薄膜トランジスタの回路構成の一例を示す図であ
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【図５】半導体層を２層構造とした薄膜トランジスタの一例（ボトムゲート型）を示す概
略断面図である。
【図６】半導体層を２層構造とした薄膜トランジスタの他の例（トップゲート型）を示す
概略断面図である。
【図７】（Ａ）は本発明に係るカプセル型内視鏡を備えるカプセル型内視鏡装置の概略構
成を模式的に示す図であり、（Ｂ）はカプセル型内視鏡で撮影された撮影画像を表示する
表示装置の一例としてのパソコンを示す図である。
【図８】本発明に係るカプセル型内視鏡の概略構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【０１６９】
　　　　　１　　　撮像素子
　　　　　２　　　基板
　　　　１０　　　二次受光画素（画素部）
　　　　１３　　　下部電極
　　　　１２　　　信号出力部
　　　　１４　　　光電変換部
　　　　１５　　　光電変換層
　　　　１６　　　上部電極
　　　　１８　　　封止絶縁膜
　　　　２０　　　二次受光画素（画素部）
　　　　２４　　　光電変換部
　　　　２８　　　封止絶縁膜
　　　　３０　　　二次受光画素（画素部）
　　　　３４　　　光電変換部
　　　　４０　　　電界効果型薄膜トランジスタ
　　　　４４　　　ゲート電極
　　　　４６　　　ゲート絶縁膜
　　　　４８　　　半導体層
　　　　４８ａ　　抵抗層
　　　　４８ｂ　　活性層
　　　　５０　　　ソース電極
　　　　５２　　　ドレイン電極
　　　１００　　　カプセル型内視鏡
　　　１５４　　　レンズ（光学系）
　　　１５８Ａ　　白色ＬＥＤ（照明手段）
　　　１５８Ｂ　　白色ＬＥＤ（照明手段）
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要解决的问题：减小胶囊内窥镜的尺寸。解决方案：在胶囊内窥镜的成
像元件中，信号输出部分12和光电转换部分14在平面图中叠加。因此，
与例如其中信号输出部分和光电转换部分不重叠的结构相比，可以减小
投影面积。因此，成像元件的尺寸减小。结果，能够捕获配备有成像元
件的彩色图像的胶囊内窥镜的尺寸减小。 Ž


